
(5)食 品中の重金属含有量調査

ア は じめに

我が国における食品中の重金属は、清涼飲料水等一部の ものを除き量的な規制が設け られて

いないが、アメリカでは近年FDAが ヒ トの鉛摂取による影響を重視 し、その低減化に取 り組

んできて いる。

そこで、市販流通 している加工食品中の重金属の含有実態をみるため、前年度 は、原材料の

収穫環境等が明 らかでな く、かつ、容器か らの重金属の溶出も考え られる 「輸入缶詰」 につい

て調査を行 ったが、今年度は、サ ンプ リングを行 う対象施設の地域をより広範囲とした。

さらに、近年においては透析脳症、アルツハイマー症等の神経疾患あるいは骨形成との関連

性が論 じられているアル ミニウムを検査項 目として追加 し、実態調査を行った。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)実 施方法

都内百貨店、スーパーマーケ ッ ト等か ら輸入缶詰90検 体を収集

(ウ)検 査項 目

(1)缶 詰 内容食品中の重金属含有量調査(90検 体)

Zn,Sn,Pb,As,Cd,Al,pHの7項 目

(2)缶 材質及び溶出試験((1)の 容器90検 体中30検 体について実施)

a材 質試験

(a)缶 の材質と内面塗装の有無及びその種類

(b)缶 材質中の元素分析

b溶 出試験'

(a)金 属缶の規格試験

As,Pb,Cd,フ ェノール,ホ ルムアルデ ヒ ド,蒸 発残留物,

エ ピクロル ヒ ドリン(内 面塗装のエポキシ樹脂の原料 モノマー),塩 化 ビニル

(b)Sn,Zn及 びAlの 検査

(エ)検 査機関

都立衛生研究所食品研究科食品化学第二研究室及び食品添加物研究科容器包装研究室

ウ 調査結果及び考察

両年度 の合計160検 体の うち、前年度34検 体、今年度30検 体の計64検 体については缶の材質

及び溶出試験を実施 し、今年度分の主なものについて表-1に 示 した。

また、両年度の全検体 について内容食品を主要原材料な どから肉類、魚介類、野菜類、果実

類及びその他の5グ ループに分類 し、各 々における重金属類の検 出状況を表-2に 示 した。

缶材質 は、64検 体中8検 体(以 後 「該当検体数/全 検体数」 と表わす。)が アル ミ缶 で、他

は全てブ リキ缶であった。ブリキ缶の うち胴、天、地な ど一部にTFS(Tin Free Steel)板

が使用 されていたものが前年度2検 体、今年度8検 体あった。

缶の内面塗装の状況は、完全塗装缶が前年度は26/34検 体、今年度は29/30検 体あり、残 り

は胴部などに塗装が施 されていない一部塗装缶で、前年度8検 体、今年度1検 体あった。

塗装には樹脂類が使用されており、種類はエポキシ樹脂が主で、前年度は28検 体、今年度20
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検 体 あ った。他 には前年 度 アク リル樹脂(3検 体)、 塩 化 ビニル樹 脂(1検 体)が 、今年 度 は

塩 化 ビニ ル樹脂(6検 体)、 アル キ ド樹脂(3検 体)が あ った。

なお、金属缶 の規 格 にお ける溶 出試験 では、すべて の検 体 が基準 に適合 していた。

(ア)Zn

肉類 、魚介 類につ いて は、各 々両年度 合計の9割 以 上か ら検 出 され 、検 出限界以下 の検体

を除 き、検 出量 の平 均値(以 後 「平均 」 と略す 。)は それ ぞれ20.0ppmと 前 年度 同様 、他 の

食 品 グループに比べ 高 い値を示 した。 野菜類で は、検 出率 が71.7%と 高か ったが、検 出範 囲

は1～15ppm、 平均4.9ppmで あ り、 果 実類は検 出率11.5%、 検 出範 囲1～4ppm、 平均2.2ppm

を示 したが、いずれ もバ ックグ ラウ ン ド値の範 囲内であ った。

一方 、今年度缶の 溶出試験 で、Znを 溶 出 した ものが2検 体あ り、検 出量 は0.10と0.11ppm

であ った。 これ らの 内容食 品は 「チ リビー ンズ(レ ンズ豆)」 と 「スイ ー トピース水 煮(え

ん ど う)」 で、Znの 含有量 は各11ppmと6ppmで あ り、缶 か らの溶 出量 は微 量で ある ことか

ら、食 品 中のZnは ほぼ素材 由来 と考 え られ た。

(イ)Sn

食 品グループの 中で、果実類 においては検出率74.5%、 検 出範 囲3～150ppm、 平均62.9ppm、

野菜類 で検 出率45.3%、 検 出範 囲1～260ppm、 平均38.5ppmと 高 い値 を示 した。 野菜類 で 最

高値を 示 したのは、 「アーテ ィチ ョー ク ・ボ トム」で あ った。 その他 では検 出率40.0%、 検

出範 囲2～80ppm、 平 均41.0ppmで あ った。対照 的に肉類、 魚介類 に関 して は検 出率、 平均 値

ともに低か った。

缶材 質、溶 出試験 では 、検体 の大部 分を 占めるブ リキ缶 はすべてSnを 含 有 してお り、 こ

の うちSnの 溶 出をみ たのは一部 未 塗装缶 か らで、 前年度5/8検 体 か ら平均20ppmの 溶 出

があ った。今年度 は1検 体 のみで、溶 出量 は16.0ppmで あ った。ブ リキ缶の食 品 中か らのSn

の検 出状況は、検 出範 囲60～260ppm、 平均122ppmで 、比較 的検 出値 の高 い検 体 におい て、 缶

か らのSnの 溶 出が み られ た。

缶及 び 内容食品か らSnを 検 出 した検体 は果 実類に多 くみ られ たが、 これは一部未 塗装 缶

を使用 し、酸性の溶 液下 で缶 か ら溶 出す るSnに よる食 品の色調、香 味の保 持、 ビタ ミンC

の安定 化な ど、 内容 物 の品質保 持を 図 って いる もの と思 われ る。

果実 、野菜類 につ いて 、一 部未塗装 缶(缶 材質試験 で の確認分、及 び未確 認の検体 で 内容

食 品か らのSn検 出量が10ppm以 上 の もの を対象)の 製造(輸 入)年 月 によ る検 出状況 の推

移を表-3に 示 した 。食 品の内容、 サ ンプル数 、地域 な どを同一ベ ース と したサ ンプ リング

ではな いため明確で はな いが 、調査 した範囲 内では一 部未 塗装缶の検 出の 割合 につい て低下

の傾 向が伺われた。

(ウ)Pb

各食 品 グループか ら検 出 し、検 出率7.5～40%、 検 出範 囲0.1～0.4ppm、 平 均0.12～0.25ppm

の範 囲で、検 出値で の食 品区分 に よる差異 は認 め られ なか った。各種食 品素 材 中のPbの バ

ックグ ラウン ド値は 、0.05～0.5ppm程 度 とされ てお り、両年 度 にお ける食 品か らの検 出値 は

すべ てバ ックグラウ ン ド値 内であ ると思われ た。

缶 の材 質、溶出試験 で は、缶素材 中にPbを 含有 して いた検 体は両年 度合 計 して2検 体 あ

ったが 、いず れ も缶 か らのPbの 溶 出はな く、食 品中のPbと 缶素材 との 関連 性は認 め られ

なか った。
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(エ)As

今 年度 も、魚介類及 び野 菜類 か らのみAsの 検出がみ られ た。魚 介類 では、検 出率86.2%、

検 出範 囲0.1～6.6ppm、 平均1.64ppmで あ り、 バ ックグ ラウ ン ド値が0.2～18ppmで ある ことか

ら、 いずれ もこの範 囲 内であ った。ただ、清 涼飲料水 の規格 におけ るAsの 検 出 限界 値 の

0.2ppmと 比較 す ると、 これを超 える検体が多 くみ られ たが、海 産物 中のAsは 毒性の低 い有

機As化 合物 の形で 存在す る とされ、衛生上 の 問題 は少な い と思われ る。

一方 、野菜類 では 今年 度1検 体 「マ ッシュル ームの水 煮」 で0.2ppmを 検 出 したが、 これ は

マ ッシュルー ムのバ ック グラ ウン ド値0.05ppmを 超え てお り、収穫 環境の 汚染 の可能 性な ど

も考 え られ る。材 質試 験 等で は前年度4検 体 の ブ リキ缶 にAsの 含有 が認 め られ たが 、溶 出

した検体 はなか った 。 さ らに、今年度 は缶 素材 にAsを 含 有 した検体 は見 られず 、従 って缶

素材 と食 品中 のAsと の関連性 は認 め られ なか った。

(オ)Cd

前 年度 、魚介類 中の 甲殻 類 であ るロブスタ ー と貝 類か らの み検 出され、検 出範 囲は0.1～0.7

ppmで あ った。今年 度 も、貝類 加 工 品の1検 体 「か きの くんせ い油漬」 か ら0.7ppmを 検 出 し

た。

食 品 中のCdの 含 有量 は0.01～1.5ppm程 度 といわれ るが 、魚介類 で特 に軟体 動物の 内臓 中

では0.1～23ppm程 度 と高い傾 向 にあ り、 同 じ種 で も生 育条件 等 の違 い によ り幅が み られ る。

前 年度 の 「さざえ の味付 け」(0.3,0.4ppm検 出)、 及 び今年度 の 「か きの くん せい油 漬」

の検 出値 は、各素材 のバ ックグラ ウン ド値 の上 限付近 か超 えた値であ り、 また、清涼飲料 水

のCdの 規格(0.1ppm以 下)も 超 えていた。 これ ら貝類 が特異 的な収獲環 境 にあ った可能 性

も考 え られ る。

缶材 質試験等 では 、Cdは 全検体 の缶素 材 中 に認め られず、溶 出 もなか った。

(カ)Al

果実類 を除いた各食 品グルー プか ら検 出 され た。 肉類 で検 出率27.3%、 検 出範 囲1～4ppm、

平 均2.3ppm、 魚介 類 で検 出率30%、 検 出範 囲1～19ppm、 平 均7.3ppm、 野菜類 で検 出率20%、

検 出範 囲1～5ppm、 平 均2.3ppm、 その他 は1検 体 のみ で9ppmで あ った。Alの 食 品素 材 中

のバ ックグ ラウ ン ド値 も、生育環 境等の違 いに よ りその値 に幅が み られ るが 、 肉類で0.26～

6.7ppm、 魚 類で0.5～7.2ppm、 貝類 で2.6～130ppm、 野菜 類で0.3～73ppm、 果 実 類 で0.1～4

ppmと の デー タがあ り、各検 体 の検 出値は この範 囲内にあ る と考え られ る。

一 方
、缶 材質試 験 等 で も、ブ リキ缶及 びア ル ミ缶 で素 材 中にAlを 含 む ものが あ った が、

缶か らの溶 出はみ られず 、検 出されたAlは 食 品素材 由来 と認 め られ た。

(キ)pH

前年度 、今 年度 と もに平 均値 で見る と、 肉類、魚介類 のpHは 中性域、 野菜類 は弱酸性 域、

果実類 は酸性域 の値 であ った。

エ ま とめ

(ア)輸 入缶 詰 内容食 品 中の重金属 につ いて

(1)Zn,Pb,As,Cd,Alの 検 出値 は、 ほぼ各食 品 中のバ ックグラ ウ ン ド値 の範 囲

内 にあ り、食 品素 材 由来 と考 え られ た。 しか し、 一部 に野菜類 のAs及 び貝 類 のCdで 高

い数値 を示す検体 があ り、生育 環境の汚染 な ども懸 念 され る。

(2)果 実 類な どにおいて は、容器 か らのSnの 溶 出、食品へ の移行が示 唆 された。
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(3)清 涼飲料水の成分規格における重金属の検出限度 と比較 した場合、Asで23検 体、Cd

3検 体、Sn1検 体の計27検 体(項 目間の重複を除いた実数は23検 体、14.4%)が 数値を

超えてお り、食品素材の特性による違いなどがみ られた。

(イ)金 属缶の規格における溶出試験では、全検体が基準に適合 していた。一方、前年度 との比

較で今年度果実類、野菜類における一部未塗装缶の数 の減少化がみ られたが、依然その使用

傾向は変わ らないと推測されることか ら、金属缶の規格にSnを 追加 し規制 していく必要が

あると思われる。

表-1主 な缶詰内容食品中の重金属含有量及び缶素材からの溶出状況
(平成5年 度)

注)+の 検体 についで ……天:缶 天蓋部分に含有、胴:缶 胴部分、地:缶 底部分、未記入:天 ・胴 ・地のすべてに含 有

()の 数値は缶素 材か らの溶出量。

*:ア ルミ缶。他 ますべてブリキ缶。

**:缶 胴部の内面非塗装。他 は一部TFS板 使用の缶を除きすべて完全内面塗装缶。

***:天 地の みTFS板 使 用。

****:缶 胴 部のTFS使 用。

※:天 地と胴部の接合部分にコーティング無し。 〔
TFS板:ス ズメッキの替わりに電解クロム酸処理を施した防錆処理鋼板

のことで"ブ リキ"と 同等の耐食性を有する。 〕
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表-2缶 詰食品の種類別重金属含有量等調査結果

(平成4、5年 度)

注)重 金属の検出範囲及び平均値の単位:ppm

表-3果 実類及び野菜類における 「一部未塗装缶」の検出状況の推移
(平成4、5年 度)

【果 実 類】

【野 菜 類】

注)・ 缶内面の塗装状態の未確認検体は、Snの 検出値が10ppm以 上の ものを
一部未塗装缶 とし計上 した

。
・製造(輸 入)月 が不明の検体は除いた。
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(6)新 素材調理器具類の衛生学的実態調査

ア 調査 目的

近年、家庭用調理器具類 としてフ ッ素樹脂を使用 したフライパ ン、電気ポ ット、電気釜等の

製品が多 く出回っている。フッ素樹脂 は他の合成樹脂と比較 して耐熱性及び耐薬品等の点で優

れているといわれている。

しか し、過度の加熱で、有毒の熱分解ガスの発生及び金属ナ トリウムに侵されやすいなどの

報告がある。そこで、食品衛生法に定め られている合成樹脂の規格(一 般規格の材質試験(Pb,

Cd)及 び溶出試験(重 金属、過マ ンガ ン酸カ リウム消費量))の 項 目が衛生上問題がないか検

討す るため、家庭用調理器具を用いて材質試験を実施 した。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年9月

(イ)実 施方法

調理器具類販売店での買い上げ

(ウ)調 査品 目

フッ素樹脂使用調理器具4品 目

(エ)検 査機関

都立衛生研究所 食品添加物研究科容器包装研究室

ウ 調査結果及び考察

(ア)材 質鑑別

フッ素樹脂の種類 は最近、20種 類を超えていると言われているが、 日本弗素樹脂工業界で

は表-1に 示す8種 類をフッ素樹脂 としている。

表-1フ ッ素 樹脂 の種類

今 回調査 した4品 目の 内面塗装部 か ら表-2に 示す とお り、四 フ ッ化エ チ レ ン(C2F4)

が確 認 され た。 フ ッ素 樹脂 は590° で熱分 解す る と原料 モ ノマ ーに分解 す る こ とか ら、 この

フ ッ素 樹脂 はポ リ四 フ ッ化エチ レン樹 脂 である ことが わか った。

また、 フェノール、 ビスフェノールAが 検 出 された ことか らエ ポキ シ樹脂 が使用 され てい

る可能 性 が確認 され た。
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表-2材 質鑑別結果

(イ)合 成樹脂の規格

フッ素樹脂は食品衛生上は合成樹脂の規格が摘用される。検査の結果は表-3に 示す とお

り4品 目とも規格に適合 した。

表-3器 具、容器包装の規格及び材質別規格試験結果

(ウ)フ ッ素樹 脂 の元素 分析

フ ッ素樹 脂 中の元素につ いて分析 した結 果を表-4に 示 す。 フ ッ素及 び炭 素 で全体 の94～

99%を 占めて お り、 フ ッ素 の含有率 は67～72%、 炭素 は27～28%で あ った。特 に有害 元素 は

検 出 され なか った。

表-4蛍 光X線 分析法によるフッ素樹脂中の元素分析結果

Tr:痕 跡
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エ まとめ

我が国に於けるフ ッ素樹脂の需要は毎年伸びてお り、製造工場及び一般家庭で もフッ素樹脂

をコーティングした製 品を多 く見かけるが、フッ素樹脂器具類の衛生学的調査報告は少ない。

今回、 フッ素樹脂の材質調査及び食品衛生法に定められている合成樹脂の規格試験を実施 し

たが、食品衛生上特に問題になるような ことはなか った。また、蛍光X線 分析による元素分析

結果か らも衛生上問題 になるような元素は検出されなか った。

フツ素樹脂調理器具類 に使用されているフッ素樹脂は、非粘着性に優れている種類を使用 し

ているため、基材に コーティングしても剥がれて しまう性質がある。

そのため接着剤 として耐熱性の合成樹脂が使用されている。今回の調査ではフェノール、 ビ

スフェノールAな どが検出 したことか ら、接着層 にエポキシ樹脂が使用されている可能性があ

ることがわかった。フ ッ素樹脂製品の検査を実施する場合は接着層について も注意をは らう必

要がある。

フッ素樹脂の安全性 については、微量ではあるが、熱分解で発生するパーフルオ ロイソブチ

レンは極めて毒性が強 く、その毒性はホスゲ ンの10倍 に も達するといわれている。

この ことか ら、ある程度使用され、 フッ素樹脂が老化傾 向を示 している(焦 げつ きやすい)

製品の安全性について今後検討する必要があると思われ る。
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(7)食 品の 品質保 持 に 関す る衛生学 的実 態調査

ア 調査 目的

保健所等 にお け る都 民か らの 苦情 の うち、食 品 の色調 、臭 い、 味等 に 関す る苦 情の原 因 は不

明な ものが 多 く、 その 予防手段 もまだ確立 され て いない。 そ こで これ らの原 因解 明の一 手段 と

して、4種 類 の菓 子を対 象 と して保存 試験をお こな い、 対象食 品 中の細 菌、真 菌 の消長 を調査

した。

保 存試験 をお こな うにあた って、市販 の菓子 は一検体 の試料 重量が少 ない ため 、経時 的変化

を調 査す る際 、 同一製造 目の別検 体を用 い ること と した 。な お、 同一製 造 日であ って も、検体

間 の細 菌数等 のバ ラツキが考 え られ る ことか ら、菌数の バ ラツキの有無 を調査 し、保存 試験 の

検体調 整等 につ いて検討 を行 った。

イ 調査 内容

(ア)調 査期間

平 成5年10月 か ら平成6年1月

(イ)対 象品 目、 対象施 設

和 菓子(ま ん じゅう、ね りき り、 いち ご大福)、 洋菓 子(シ ューク リー ム)計4種 類 。 同

一製 造年月 日、製造 工場 の もの を 同一 ロ ッ トと し当日製造の ものを大 型量販 店 で購入 した。

(ウ)検 査方法

(1)10℃ 、20℃ 、35℃ の各 温度帯 につ いて、購入 当 日(以 下0日 目とす る)、3日 目、6日

目、9日 目の各 々につ いて、細 菌数 、大 腸菌群 、真 菌の項 目を検査 した。

(2)検 体 は5検 体づ つ、及 び5つ の検体 を混合 後3等 分 した検体(以 下 「MIX」 とす る)の

計6検 休 を各 温度 帯の検体 と した。

(エ)検 査機 関

都立衛生 研究 所 細菌 第一 研究科 真菌研究 室

ウ 調 査結果

(ア)ま ん じゅう

(1)生 菌数

0日 目の各検 体 のバ ラ ツキは小 さい範 囲で あ り、各 温度 帯 とも、生菌数 は50/g以 下 で

あ った。

また、 菌の増 殖 はほ とん ど認 め られなか った(図-1)。

(2)大 腸菌群

各温度帯 の いずれの検 体 にお いて も、大腸 菌群 は検 出 され なか った。

(3)真 菌

aカ ビ

保存試 験 中Penicillium spp.,Wallemia spp., Cladosporium spp.が 検 出 され たが、菌

数はいず れ も150/g以 下 であ った。

b酵 母

各温度帯 のいずれの 検体 にお いて も、酵 母は検 出 され なか った。

(イ)ね りき り

(1)生 菌数

0日 目は、各検 体間 にバ ラツキが大 きか った。
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10℃ の検体 は、 保存 日数 の経過 とと もに緩 やかに菌数が増加 した。20℃ 、35℃ で は、 菌

数は3日 目まで に急激 に増加 し、 その後 は107～108/gま で達 した。

MIXは 、各温 度帯 にお いて他 の検体 とほぼ 同様 の傾 向を示 した(図-2)。

(2)大 腸 菌群0日 目のMIXの 平均値 は10/g、 他 の検体 の平 均値 は33/gで あ ったが 、全 て

の検体 で保存 日数 の経 過 とと もに、減少す る傾 向を示 した。

(3)真 菌

aカ ビ

0日 目にお ける各 検体 間のバ ラツキ は小 さか ったが、 菌数 はMIXの 方 が他の検 体 よ り

も高い値で あ った。

10℃ にお いて は、9日 目まで菌数が 穏や か に増加 した。20℃ で は、菌 数が3日 目まで

に急激 に増 加 し、6日 目まで増加 した後減少 す る傾 向 を示 した。35℃ におい ては、3日

目まで増 えた 菌数 が6日 目、9日 目には低下 す る傾 向が認 め られた 。各 温度帯 と もMIX

は、他の検体 と同様 の傾 向を示 した(図-3)。

検 出 した 菌種 は、Penicillium spp., Phoma spp., Aureobasidium spp.等 で、 この 内

Aureobasidium spp.は カ ビ全体の うちの9割 以上 を 占め、 菌数の増 減 もカ ビ全体 の動 き

とほぼ同様 であ った。

b酵 母

各 温度帯 と も保存 目数が増 える とと もに菌数 に増加 が認 め られ、9日 目には106/gま

で達 した。MIXと 他 の検体は、 ほぼ 同様 の傾向を示 した。

(ウ)い ち ご大福

35℃ の6日 目以 降 は、検 体が腐敗 したため検 査を 中止 した。

(1)生 菌数

0日 目の各 検体 にバ ラ ツキが大 きか った。

10℃ では、保存 日数が 経過す るにつれ菌数 の増加 が認め られ た。20℃ では 、3日 目まで

に菌数 が急増 した以降 、菌数の変動 は殆 ど認 め られ なか った。35℃ にお いて は、3日 目ま

で に菌数が急 増 し、6日 目には腐敗 し検 査を 中止 した。

MIXの 各 温度帯 につ いて も同様の傾 向で あ った(図-4)。

(2)大 腸菌群

0日 目は、MIXか らの大腸菌 群の検 出は認 め られなか った。他 の検 体の 陽性率 は33%で

その平均値 は33/gで あ った。

10℃ にお いて は107/gま で徐 々に菌数が増加 し、20℃ では3日 目に105/gま で 増加 し

たが9日 目には菌 は検 出 されなか った。MIXは3日 目に103/gの 菌 が検 出 され た後 は菌 は

検 出されなか った。35℃ で は3日 目まで菌数 が104/g付 近 まで増加 した 。各 温度帯 と も

検体間の菌数 のバ ラツキが大 きか った。

(3)真 菌

aカ ビ

0日 目に はMIX、 他の検 体 と も102/gの 菌数 だ った。10℃ では、3目 目に102/gの

菌数が6日 目に検 出 され な くな った。20℃ で は105/gま で増加 後 、9日 目には検 出 さ

れ な くな り、MIXは3日 目以降検 出され なか った。35℃ で は1/5検 体 が105/g検 出 され

たが、他 は いずれ も検 出され なか った。保 存試験 中検 出された真菌 と して、
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Aureobasidium spp., Cladosporium spp., Penicillium spp., Geotrichum spp., Mucor spp.,

Aspergillus fumigatusが 認め られた。

b酵 母

10℃ ではMIX、 他の検体 とも102/gの 菌数が108/gま で徐々に増加 した。20℃ にお

いては、MIX、 他の検体 とも、3日 目までに107/gま で菌数が増加 した後は、殆 ど菌数

の変化 は認め られなか った。35℃ では、MIXに は菌数 の変化が認め られなかったが、他

の検体は105/gま で増加 した。

(エ)シ ュークリーム

20℃9日 目、35℃6日 目以降は、検体が腐敗 したため検査を中止 した

(1)生 菌数

0日 目では、個々の検体では0/gか ら105/gま での、菌数のバ ラツキが認め られた。

MIXは 他 の検体の平均値 とほぼ等 しい値であった。保存 日数の経過 とともに菌数は増加 し

た(図-5)。

(2)大 腸菌群

各温度帯のいずれの検体からも、大腸菌群は検出されなかった。

(3)真 菌

aカ ビ

各温度帯のいずれの検体からも、カ ビは検出されなかった。

b酵 母

0日 目に、MIXの 検体か ら2/3、 他の検体か ら1/15の 検出率で10/gか ら30/gの 菌が

検出 した。各温度帯の検体において も、検体間にバ ラツキがあり、保存 日数の経過 とと

もに菌数が103/g～105/gま で増加 した。

エ 考 察

(ア)ま ん じゅう

今回の検査期間中、大腸菌群、酵母は検出されなか った。生菌数は50/g以 下で安定 して

おり、各検体間に大きなバラツキは認めらなか った。 このことか ら、今回検体としたまん じ

ゅうのような、加熱処理後包装 してあるような食品は、同一製造日であれば、保存試験 に製

造 日の 同 じ別検体を用いても差 し支えないと思われる。

(イ)ね りきり

生菌数の0日 目にバ ラツキが大き く、またMIXの 値が他 の平均値か ら離れているとい う結

果とな った。 このことか ら今回検査 したね りきりは、母集団の正確な値を求めるためには、

検体数を増やす必要があ ると考え られる。

20℃ 、35℃ では3日 目までに生菌数が増加 した後、菌数の変動が無 く菌の増殖期が3日 目

までに終わ っていることが推察されるため、3日 目までの間をさらに細か く観察する必要が

ある。

カビの保存試験にお いて、0日 目には高い値を示 したMIXが 、保存 日数が経過するにつれ

て、各温度帯とも他の検体 よりも少ない値を示すようにな った。このことか ら、カビの保存

試験においては、検体を混合することは好ま しくない と思われる。

(ウ)い ちご大福

0日 目の生菌数は、検体 ごとにバラツキが大きかった。 この菌数のバラツキは、いちご大
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福の部位による汚染度が異なるためのものと推察 され る。また、0日 目の生菌数が一番低い

値であったMIXが 、10℃ の3日 目以降 には高い値を示 したのは、検体を混合す ることでいち

ごと大福が ミックス され、細菌が増殖 しやすい状態になったため と考え られる。

このことか ら、保存試験に際しては混合 した検体は避 けるとともに、3日 目までの期間を

もっと細かく検査す る必要がある。

(エ)シ ュークリーム

生菌数については、0日 目において検体間でバラツキが認められ たが、MIXの 平均値 と他

の検体の平均値がほぼ同じ値であった。 このことから、検体数を5検 体 とすればほぼ母集団

全体の値が得 られる ことが推察 される。

また、20℃ の6日 目以降、35℃ の3日 目以降は腐敗のため検査が継続できなか った ことよ

り、3日 目までの期 間をさらに細か く調査する必要がある。

オ まとめ

細菌検査においては、検体を細菌学 的に同一条件に調整 し検査することは、信頼性の高いデ

ーターを得る為に重要な問題である
。今 回の調査において、菌のバ ラツキを均等にす るため、

5つ の検体を混合 したMIXと い う検体を調整 し、個 々の検体との比較を行 った。その結果、ね

りき りやいちご大福は、菌数にバラツキが認められた。またこれ らMIXの 検体は、0日 目にお

ける個々の検体の集合の平均値と異なる ものもあり、0日 目以降 も指標 とはなり得なか った。

そのため、ねりきりやいちご大福は検体数を増やす ことにより、バラツキを小さくする必要が

ある。

また、各菓子の生菌数は、保存 日数3日 目までに急激 に増殖 した ことか ら、一般的に賞味期

間と言われている2～4日 間の菌の推移を観察するため0日 目以降の細かな期間を設定 し調査

す る必要がある。

次回か らはpHや水分活性、有機酸等の化学検査や色、臭い等の官能検査 も平行 しておこない、

細菌、真菌の増殖が食 品に及ぼす影響を詳 しく調査 していく予定である。

図-1ま ん じゅうの生 菌数(10℃)
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図-2ね りき りの生菌 数

図-3ね りき りの カ ビ
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図-4い ちご大福生菌数

図-5シ ュー ク リーム生 菌数
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(8)ド レッシング類の細菌学的実態調査

ア 調査 目的

近年、風味に主眼を置いて、酢や食塩の量を低 くした り、また、原材料に様 々な ものを用い

なが ら製造工程での加熱をほとんど行わない、いわゆる生 ドレッシング等の製品がチル ドドレ

ッシング(要 冷蔵販売)と 称 して出回っている。

これ らの商品は賞味期 限を短 く設定 してはあるものの、製品の中には過去の検査か ら芽胞菌

や細菌数、酵母等が多数検出されるものがあることが確認された。

しか し、これらの微生物が製品にどのような影響を及ぼすのか、不明なところが多いので、

製品や原材料の細菌学的実態調査を実施するとともに、各種温度のおける製品の保存テス トを

実施 し、 ドレッシング類の安全性について検討 した。

イ 調査内容

(ア)調 査期間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)対 象品 目と収集方法

調味料等製造業者A社 か らチル ドドレッシング類(生 ドレッシング)15検 体、都内の販売

業者か らチル ドドレッシング類13検 体(6メ ーカー)を 収集 した。また、調味料等製造業者

A社 か ら原材料2検 体を収集 した。内訳は乳化液状 ドレッシングが7本 、分離液状 ドレッシ

ングが18本 、その他の ドレッシング(フ レンチ ドレッシング、 ドレッシングタイプ調味料等)

が3本 である。

(ウ)検 査機関

都立衛生研究所細菌第一研究科食品細菌研究室及び真菌研究室並びに食品研究科食品化学

第三研究室

ウ 検査結果

微生物の消長試験、pH、Awの 変化について10℃ 及び25℃ 保存で(1)買上の時点、(2)賞味期限の

半分の時間が終了した時点、(3)賞味期限が終了した時点、(4)賞味期限の2倍 の時間が終了 した

時点の4時 点で行 った。

検査 した28種 の ドレ ッシングの賞味期限の内訳は、30日 が5検 体、60日 が12検 体、90日 が11

検体である。

油脂の性状試験は油脂 を含む26検 体 について、10℃ で賞味期限の2倍 の時間が終了した時点

及び25℃ で賞味期限が終了 した時点で、粗脂肪、酸価、過酸化物価について検査を行った。

(ア)細 菌数について

賞味期限別に保存 日数による細菌数の消長を図1(10℃ 保存)、 図2(25℃ 保存)に 示 した。 ど

ちらの図でも、実線は調味料等製造業者A社 から収集 した検体、点線は都内の販売業者か ら収

集 した検体を示 している。

また、図の網掛部分は弁 当及びそうざいの衛生規範の うち未加熱そうざいの衛生規範(細 菌

数106以 下)を 準用 した場合、合致 しない範囲を示す。図1・2よ りA社 の製 品の細菌数が全

体的に高いことが分か る。10℃ の条件下では細菌数106以 上検出され るものはなか った。25℃

の条件下では、一時期ではあるがA社 の製品は6/15か ら106以 上の細菌数が検出された。

なお、図中の○印中の番号は図1・2・3・4に 共通する検体番号である。

(イ)真 菌について
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ドレ ッシングよ り検出 された真菌類 は その大半 が酵 母で あ ったた め、細 菌数 と同様 に酵 母

数 の消長 を図3(10℃ 保存)、 図4(25℃ 保 存)に 示 した。 図の実線 、 点線 は細菌 数の 図1・2と

同様 で ある。 また、 図の網 掛部分は漬 物の衛 生規範(容 器包装 に充 てん後、加 熱殺菌 した も

の は1gに つ き酵 母 数103以 下)を 準 用 した場合 、合致 しな い範 囲を示 す。 酵母 の検 出 され

る検体 は全 て調 味料等 製造業者A社 の製 品 のみで あった。な お、カ ビが ドレッシ ング1検 体

よ り25℃ で15日 間保 存 した ものか ら2,500/mι 、25℃ で30日 間保存 した ものか ら120/mι 検 出 さ

れ た。

(ウ)そ の他の細菌 につ いて

10℃ 、25℃ にお け る保 存試験 の結 果 、低 温細 菌 は103オ ー ダーを越 え る もの はなか った 。

好気性 芽胞 菌は10℃ 保存 では4/28,25℃ 保存 で は5/28検 出 した。 セ レウス菌 は一検 体か ら検

出されたが10/g以 下 であ った。それ以外 の大 腸菌群 、大 腸菌、 黄色 ブ ドウ球 菌、サ ルモ ネ

ラは全 検体 につ いて は検 出 され なか った。

(エ)理 化 学検査 につ い て

即席 めん類 に含 まれ る油脂 につ いて の規 格 に照 らし合 わせ た場合 、酸価 が基準 を超 える も

のは25℃ で賞味期 限 の 日数保存 した もので は4/12(33.3%)、10℃ で賞味期 限の2倍 保 存 した

もの では2/14(14.3%)で あ り、過 酸化物価 が基 準を超 え る もの は10℃ で賞 味期 間の2倍 保 存

した もので は1/14(7.1%)で あ った。

Awの 範 囲は10℃ 保 存で は0.898～0.971、25℃ 保 存では0.898～0.971で あ り、pHの 範囲 は10

℃ 保存 では2.54～4.86、25℃ 保存 では2.53～4.83で あ った。

エ 考 察

(ア)細 菌数 について

図1・2に 示す とお り細 菌数の 消長のパ ター ンは様 々で検体 によ り異 な って お り、 消長 の

要 因 と して保 存温度 、保存 日数 につ いて統計 処理 を行 ったが 全体 と しては特 徴 的な傾 向 はな

か ったの で個別 に検 討を した。

(1)10℃ 保存下 で は菌数 の経 時的変動 は25℃ 保存 に比 べ少 なか った。 しか し、一部の 製 品で

は製造 時 には細 菌 数10/g以 下 の もの が賞 味期限 の2倍 経 過後 に は103オ ー ダー に増 加 す

る もの もあ り、冷蔵保 存 であ って も賞味期 限を過 ぎた もの には衛生上 問題 の生 じる可能 性

が考 え られ る。

(2)25℃ 保存下 で は、A社 の賞味期 限60日 の製 品では30日 経 過後 に菌数 の急激 な増加 を生 じ、

60日 経過 後 には急 激 な減 少 を示 す ものが7検 体 中5検 体 あ り、 ま た賞味期 限 の1/2経 過後

にす で に細菌数 が106～107に 達 してい る ものが5検 体(33.3%)み られ た。室 温 に放 置 した

場合 、細菌数 の増加 を生 じ品質の劣化 が起 こる可能性 が示唆 された。

収 去時 点での細 菌数 は少 な くて も、それ以 前 に菌 の増殖が あ り106～107に 達 し品質 に変

化 のある ものが考え られ る。 冷蔵保存 を要す る ドレッシングにあ って は製造、流通 、販 売、

及 び家 庭 にお いて一貫 した低 温保存が 必要 であ る。

(イ)真 菌(酵 母)に つ いて

現在 、我が国で は、カ ン ジダ症 、 ク リプ トコ ッカス症 の原 因 となる一部 の 日和 見的 な病原

性 酵母 を除 けば、 カ ビのよ うに人体 に対 して毒性 のあ る酵 母は知 られて いな い。

しか し、酵母 には食品 成分(炭 水 化物 、たん 白質、脂質)の 変質 、変敗 を起 こす ものが種
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々あることが報告 されている。

(1)酵 母数の消長について も細菌数 と同様に、保存温度、保存 日数を要因とした統計処理を

行 ったが、全体 としては特徴的な傾向は見 られなか った。

(2)A社 の製品か らのみ酵母が検出され、賞味期限が30日 、60日 の製品では10℃ 、25℃ の条件

下で一般に経時的に増加 し、賞味期限後は一定数を維持するものが多 く、細菌数のように

減少、あるいは増加か ら減少 に転 じるといった消長を示す ものは少なか った。 これは細菌

に比べ、酵母はpHの 低下等の発育環境の変化に対する抵抗性が強いか らであると思われ る。

(3)漬 物の衛生規範の中の酵母数103/1g以 下(容 器包装に充てん後、加熱殺菌 した もの)

を準用すると、A社 の製 品は10℃ 保存下で も賞味期限内に46.7%の 検体が基準か ら外れ、

103～105の オーダーになった。 ドレッシングか ら検出された酵母について菌種は同定 して

いないが、食品成分の変質を生 じる可能性 も考えられる。

(4)A社 の ドレッシング1検 体か らカ ビが検出され、原材料のハーブ、ペ クチ ンからカビ毒

非産生菌であったが7種 のカ ビが検出された。

従って、カビ、酵母等 による変質、変敗を防止す るため原材料等の65℃ 、5～10分 間の

加熱殺菌等、製造工程の改善の必要性が示唆された。

(ウ)そ の他の細菌について

低温殺菌は、低温保管中における食品成分の変質要因の一つであるが、保存中の菌量のほ

とんどは102オ ーダー以下であ り、問題のある量ではないと思われた。

好気性芽胞菌は保存中の菌数増加は少なく、2検 体が103オ ーダーであった他は10～180/

gと 菌量は低 く、枯草菌が主体であった。

(エ)理 化学検査について

ドレッシングを25℃ で賞味期限の 日数、及び10℃ で賞味期 限の2倍 の日数保存 しておいた

場合、27%は 即席めん類に含まれる油脂についての規格に適合 していなかった。

酸価を高める要因には酵母や細菌の他に種 々あると思われるが、表示に記載 されている保

存温度で保管されていないものや賞味期限を過ぎているものでは油脂の変敗を生 じているこ

とも考えられるので、保存温度、保存 日数には注意が必要 と思われる。

オ おわ りに

今回は賞味期限を考慮 し微生物の消長について保存試験を実施 して、製品の安全性について

検討 したが、微生物の消長のパ ターンは様 々であり各々の商品固有の特性によるものか、製品

のバ ラツキによるものなのかは不 明であ った。次年度以降は問題のあった製品について、細菌

数、酵母数等の消長や菌叢について詳 しく調べるとともに種々の原材料について も検査を して、

製品成分の変性への影響や安全性について確認を し、製造工程等の問題点の解明を行 う必要が

あると思われる。
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図110℃ における保存試験結果(細 菌)

上段:賞 味期間 が30日 の もの

中段:賞 味期間 が60日 の もの-:A社 で買 い上 げ

下段:賞 味期 間 が90日 の もの--:A社 以外 で買 い上 げ
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図225℃ における保存試験結果(細 菌)

上段:賞 味期 間が30日 の もの

中段:賞 味期 間が60日 の もの-:A社 で買 い上 げ

下段:賞 味期 間が90日 の もの--:A社 以外 で買 い上 げ
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図310℃ における保存試験結果(酵 母)

上段:賞 味期 間が30日 の もの

中段:賞 味期 間が60日 の もの-:A社 で買 い上 げ

下段:賞 味期 間が90日 の もの--:A社 以外で買 い上 げ
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図425℃ における保存試験結果(酵 母)

上段:賞 味期 間が30日 の もの

中段:賞 味期 間が60日 の もの-:A社 で 買い上 げ

下段:賞 味期 間が90日 の もの--:A社 以 外で買い上 げ
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(9)新 規開発食品などバイオテクノロジーを応用 した食品の衛生学的調査

ア 調査 目的

近年、食品分野でのバイオテクノロジーの実用化が一段 と進み、各企業での研究開発 だけで

はな く、行政機関において も地域振興を 目的に実用化に向けて研究が進んでいる。

バイオテクノロジーが食品の生産に応用 される主たる 目的は、生産性の向上や飼育上 の飼料

効率を上げ、商品価値を上げることにあり、この 目的を達成するために、(1)遺伝子操作 、(2)細

胞融合、(3)バイオ リアクター、(4)組織培養等の技術が使われている。

最近では、従来試作品 として作られていた野菜や魚類が商品として広 く流通 してお り、一般

消費者が 口にする機会 も増えている。

バイオテクノロジーが もたらす動植物の毒性学的変化 として、以下の ものが考え られ る。

・天然毒素の出現やその含有量の増加(植 物、魚類など)

・遺伝的改変によ りできる新規の有毒物質の出現

・ア レルゲン性の発現

・加工 による毒性物質量の変化

また、栄養学的変化 と して以下のものが考えられる。

・食品中の主要栄養素、微量栄養素あるいは栄養阻害物質の変化

・主要栄養素や微量栄養素の生物学的利用能の変化

・加工による栄養成分の変化

今回は、前年に続き3倍 体魚類(や まめ、に じます)に ついて、ア ミノ酸組成、タンパ ク質

の性質、栄養成分につ いて、通常魚 との比較をおこなった。

また、バイオ リアクターを用い製造 したア ミノ酸中の不純物を示唆す るD体 の検査をおこな

った。

イ 調査 内容

(ア)実 施期間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)調 査対象品目

(1)や まめ(染 色体操作により染色体を3本 もつ魚類)

a3倍 体やまめ(4年 及び5年 生育魚)2検 体

b対 照やまめ(奥 多摩、三重、福島産)3検 体

(2)に じます(染 色体操作により染色体を3本 もつ魚類)

a3倍 体に じます(3年 生育魚、 山梨及び長野県産)2検 体

b対 照やまめ(3年 生育魚、山梨及び長野県産)2検 体

(3)ア ミノ酸及びアスパルテーム

市販あるいは製造用添加物で、グルタ ミン酸ナ トリウム及びその製剤、 トリプ トファン、

アスパラギン酸、 ロイ シン、 リジン、アスパルテー ム製剤の6検 体

(ウ)検 査項 目及び検査方法

(1)や まめ及びに じます

a動 物試験

b復 帰突然変異試験

c栄 養分析
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エネルギー、水分、蛋白質、脂質、炭水化物、食物繊維、灰分、 ミネラル、ビタ ミン

類(A,B1,B2,E,ナ イアシン)、 脂肪酸について分析(可 食部)を 行 った。

dア ミノ酸分析

ア ミノ酸分析器により、可食部につい立体異性体の含有量を検査 した。

e二 次元電気泳動法 による、タンパ ク質の定性検査試験二次元配置による電気泳動で、

タ ンパ ク質組成についてバイオ と従来種との差を検討 した。

(2)ア ミノ酸(調 味料を含む)、 アスパルテーム(甘 味料)

a動 物試験

b復 帰突然変異試験

cア ミノ酸分析

ア ミノ酸分析器により、可食部について立体異性体の含有量を検査 した。

(エ)検 査機関

都立衛生研究所食品添加物研究科添加物第1研 究室、食品研究科中毒化学研究室及 び栄養

研究科食品分析研究室生化学研究室

ウ 検査結果

(ア)や まめ

(1)動 物試験

3倍 体、在来種 ともに異常は認められなかった。

(2)復 帰突然変異試験

3倍 体、在来種 ともに変異原性は認め られなかった。

(3)栄 養分析

エネルギー、脂質、 レチノール、ビタ ミンAで バイテ クヤマメが在来種をやや上回 り、

特にエネルギーと脂質含量に差が見 られた。他の分析値に差は見 られなか った。脂肪酸分

析の結果、脂肪酸含量全般で在来種を上回った。

また、バイオヤマメの中で ドコセ ン酸(C22:1)の 量 に多いものが見 られたが、他の魚類

と比較 して高い値 とは認められなかった。

栄養分析値に有為差は認め られなか った。

(4)ア ミノ酸分析

モノア ミノカルボン酸、酸性ア ミノ酸、塩基性ア ミノ酸、ヒ ドロキシア ミノ酸、芳香族

ア ミノ酸、硫黄系 アミノ酸、イ ミノ酸について在来種 と三倍体について比較 した結果、在

来種 と3倍 体 との間に差はみ られなか った。一部に微量のD-ア ミノ酸が検出された(0.2

mg/g)が 、自然界に存在 しえる範囲であり、3倍 体と在来種のア ミノ酸組成はほぼ同様

であると考え られた。

(5)二 次元電気泳動法によるタンパ ク質の定性検査試験

在来種、3倍 体 ともに類似 した泳動結果が示 され、現在の検査法では両者のタンパ ク質

に差があるとはいえない。

(イ)に じます(新 規)

(1)動 物試験

3倍 体、在来種 ともに異常は認め られなか った。

(2)復 帰突然変異試験
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3倍 体、在来種 ともに変異原性は認められなか った。

(3)栄 養分析

エネルギー、脂質 、 レチノール、 ビタ ミンAで バイテクヤマ メが在来種をやや上 回 り、

特にエネルギーと脂質含量に差が見 られた。他の分析値に差は見 られなか った。

総 じて栄養分析 値に特記すべき差は認め られなか った。

(4)ア ミノ酸分析

モノア ミノカルボン酸、酸性ア ミノ酸、塩基性ア ミノ酸、ヒ ドロキシア ミノ酸、芳香族

ア ミノ酸、硫黄系 ア ミノ酸、イ ミノ酸について在来種と三倍体について比較 した結果、在

来種 と3倍 体との間に差はみられず、ア ミノ酸組成は、ほぼ同様であると考え られた。

(5)二 次元電気泳動法 によるタンパ ク質の定性検査試験

在来種、3倍 体 ともに類似 した泳動結果が示され 、現在の検査方法の範囲では両者のタ

ンパク質構成に差があるとはいえない。

(ウ)ア ミノ酸(調 味料を含む)、 アスパルテーム(甘 味料)

(1)動 物試験

調味料6検 体、ア ミノ酸(単 体)6検 体、甘味料7検 体について試験を行 ったが、いずれ

の検体 も異常を認めなかった。

(2)復 帰突然変異試験

いずれの検体に も変異原性は認められなか った。

(3)成 分規格及び成分分析、純度分析

食品衛生法の規格に全て適合 し、異常値はなかった。

(4)ア ミノ酸分析

甘味料7検 体の うち、アスパルテーム製剤1検 体からD-フ ェニルアラニン1.6mg/g、

D-ア スパラギ ン酸3.9mg/gが 検 出された。

エ まとめ及び考察

(ア)や まめ及びに じます

哺乳動物の場合 は、一般的には健康な動物である限 り安全であるが、無脊椎動物や魚類で

は、毒素を産生す る遺伝子がないか どうかは不明確とされている(joint FAO/WHO consultation

on biotechnology and food safety)。今回の検査結果 も毒性学的変化は示唆されてお らず、栄養

学的変化 もみ られなか った。

(イ)ア ミノ酸(調 味料 を含む)、 アスパルテーム(甘 味料)

ア ミノ酸は微生物 を利用 した発酵法によ り糖蜜やでんぷんを原料 として製造 され、アスパ

ルテームは発酵法で得 られたア ミノ酸(ア スパラギン酸、フェニルアラニ ン)を 基に製造 さ

れている。

今回調査 した範囲内で、アスパルテーム製剤か らDBフ ェニルアラニ ン及びD-ア スパラ

ギ ン酸が微量に検出されたが、製剤 としての純度は通常のものと変わ りはな く問題点は認め

られなかった。また、他の検体か らも不純物の存在を示唆するD体 は検 出されなかった。

オ おわ りに

今回調査 したバイテ ク食品には毒性を持つ ものや、在来種 と異なった栄養組成を示す食 品は

認め られなかった。

今後は、 より一般的に評価 される必要性か ら、検体数 を増やす必要がある。
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(10)畜 肉中のホルモ ン剤の含有実態調査

ア 調査 目的

諸外国において、食用家畜の発育促進、飼料効率の向上、赤身肉の増大な どを 目的と してホ

ルモ ン剤が使用 されている。 しか し、かつて広範囲に使用 された合成ホル モン剤の ジエチルス

チルベス トロール(DES)に 発ガ ン性が明 らかにな り、また、この合成ホルモ ン剤の残留す る食

肉を摂取 したために発生 したと推測 される幼児の発育異常が指摘されるな ど安全性が問題 とな

った。

ECで は1989年 か ら、全てのホルモン剤の使用を禁止 し、さらにホルモ ン剤を使用 した食肉

の輸入 も禁止 した。 日本では、薬事法によ り天然型のエス トラジオールとプロゲステ ロンのみ、

獣医師による使用を認めている。

一方、わが国では牛肉消費量の半分以上(1993年 度国内消費の約55.0%)が 輸入品であ り、

そのうち合成型のホルモ ン剤使用が承認 されているアメ リカ(輸 入量の約42.2%)と オ ース ト

ラ リア(輸 入量の54.2%)か らのもので9割 以上を占めている。現在、残留ホルモ ン剤の分析

法は研究段階にあり、輸入食品の安全性を確保するためには検査体制の確立を急 ぐ必要がある。

こうしたことか ら当班では平成2年 度より輸入牛肉中のホルモ ン剤の含有実態について検査を

行 ってきた。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)検 査項 目

エス トラジオール、プ ロゲステロン、テ ス トステロン、メ レンゲス トロールアセテー ト、

ゼラノール、 ジエチルスチルベス トロール、α-ト レンボロン、 β-ト レンボロンの8物 質

(ウ)対 象品 目

都内食肉処理業及び食 肉販売業より輸入牛肉36検 体を収集

(エ)検 査機 関

都立衛生研究所乳 肉衛生研究科食肉魚介化学研究室

ウ 実施結果
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エ まとめ

今回の調査では、違反等の問題となる検体はなかった(表-1)。

エス トロゲ ン、プ ロゲステロン、テス トステロンは動物の内因性物質でもあり、特に成熟動

物の雌においては性周期(発 情、妊娠の有無)及 び疾病(卵 巣嚢腫、内分泌系の異常等)等 に

よって変動範囲が大 きい。

平成2年 度から平成5年 度の検査結果は表-2の とお りであった。検出したホルモン剤はす

べてプロゲステロンであった。これは天然型の黄体ホルモンで、いわゆる女性ホルモンといわ

れるものであり、主な使用対象は子牛や乳去勢牛である。検出値を評価するには肉の雌雄の別、

経産雌牛であるのかの判別が必要であるが、流通食肉の表示からはそれ らの判別は不可能であ

った。

平成2年 度から5年 度までの調査におけるプロゲステ ロンの検出結果(図-1)を 国際的な

残留値の評価や内因性 ホルモンの調査結果(表-3)と 比べると、検出値は特別高いものでは

ない。 また、プロゲステロンは食肉以外にも、生乳(ク リーム)58.7ppb、 市販バター132.9ppb

な ど広 く畜産食品に含 まれている。検出値はこれ らと比較 しても低い値であり、す ぐに安全性

が問題 とされるレベル ではなかった。

表-2平 成2年 度～5年 度実施結果(検 出検体数/検 査検体数*1)

*1原 産 国 内 訳:ア メリカ(69)オ ーストラリア(83)カ ナダ(1)ニ ュージ ランド(1)計154

*2検 出 範 囲 正 肉2～67ppb(平 均26
.2ppb)内 臓 肉6ppb(平 均6.0ppb)

原 産 国 内 訳:ア メリカ(13)オ ーストラリア(13)カ ナダ(1)ニ ュージ ランド(1)計28

図-1プ ロゲステ ロン検 出結 果
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表-3プ ロゲステ ロンの残留値 (ppb)

オ 考 察

現在、殆 どの国が使用を禁止 したDESの 不正使用の情報が一部にあり、また、使用が許可 さ

れているホル モン剤で も、休薬期間や注射による投与な ど使用方法に違法があった場合、高濃

度の残留が予想され、今後問題となることも考え られる。

現在、わが国ではホルモン剤については残留値等の法的基準がないことなどか ら、市場に流

通する畜肉中のホルモ ン剤の検査は一般的にあま り行われていない。

しか し、米国では肉用牛の約90%に ホルモ ン剤が使用 されているといった輸出国の使用実態

や、わが国の輸入実態(1993年 約51万 トン 国内消費量の約55%)な どか らみると、食肉の安

全性を確保するためには今後 さらに検査対象や検査項目を広げて実態調査や監視を進める必要

がある。
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(11)化 学 的合成 品以外 の食 品添 加物の衛 生学 的実態調査(香 料 製剤)

ア は じめ に

食生 活 の多様化 に伴 い、長期の保 存 が可能な レ トル ト食品や真空 乾燥法 によ るイ ンス タン ト

食品等 、 多数の食 品が 出回 っているが 、 これ らの加 工食 品は、製造 工程 中の加 熱 や乾燥等 に よ

り食 品特性 が失われ て しま うことが 多 い。

現在 、加工 食品には 食 品 としての付加 価値を高 め、長期 の保 存 に耐え る もの とす るた め、多

様 な食 品添加物が使 用 され ているが 、 なかで も、香 料は本来 その食 品が特徴 と して持 ってい る

香 りや 風 味を回復す るの に重要 な役 割 を果 してお り、種類 、数量 と もに今後 も増 加 して い くと

予想 され る。

ま た、 わが 国で使 用 され ている化学 的合 成品以 外 の香 料 の原産 国 は国外が主体 で あ り、香料

製剤 の多 くも輸入 品で 占め られて いる。

今 回、 当班 ではその安 全性確保等 の基礎 資料 とす るため 、輸入 の香料原 料及 び香料製 剤 を対

象 に、残 留溶剤、希釈 剤 等 につ いて調 査 を行 った。

イ 調 査 内容

(ア)実 施 期 間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)対 象 品 目

香料 原料(10品 目)及 び香料製剤(65品 目)

(ウ)検 査 項 目

(1)成 分 分析及 び純 度 試験

(2)残 留 溶剤(メ タ ノール 、アセ トン、イ ソプ ロパ ノール、酢酸 メチ ル、 ジエ チ ルエ ーテル、

メチル エチルケ トン、酢酸エチル、 ヘキサ ン、 シク ロヘキサ ン、1,2-ジ ク ロロエタ ン、

ジク ロロメタ ン、 トリク ロロエチ レ ン)

(3)希 釈 剤(水 分 、 エ タ ノール 、プ ロ ピレング リコール 、グ リセ リン、 ジエ チ レ ング リコー

ル モ ノエチル エー テル 、1,3-ブ チ レング リコール 、 トリアセチ ン)

(4)酸 化 防止剤(α-、 γ-、 δ-ト コフェロール 、BHA、BHT)

(5)ヒ 素 、鉛、重金 属

(6)屈 折率、旋光度 、紫外線吸収 、香料 成分

(エ)検 査 機 関

都立 衛生研究所生 活科 学部食品添加 物研究科 食 品添 加物第一研 究室

ウ 調 査結 果

(ア)残 留 溶剤

いず れの検体か ら もジエチルエ ーテル 、ヘ キサ ン、1,2-ジ ク ロロエ タ ン、 ジク ロロメ

タ ン、 トリクロロエ チ レンは検 出されなか った。

検 出 された残留溶 剤の 種類、割合及 び濃度範 囲を表-1に 示 した。

(イ)希 釈剤

いず れの検体 か らも、 日本で許可 され ていな い ジエ チ レング リコールモ ノエ チルエ ーテル

及 び1,3-ブ チ レ ング リコールは検 出されな か った 。

検 出 された希釈 剤 の種 類、割合 及 び濃度範囲 を表-2に 示 した 。

(ウ)ト コフ ェロール、BHA、BHT

―458―



BHA、BHTは いず れの検 体 か らも検 出 され なか った。

9品 目か ら トコ フェロール を検 出 した。

トコフ ェロール の検出割 合及 び濃度範 囲を表-3に 示 した。

(エ)ヒ 素 、鉛 、重金属

ヒ素 、鉛 、重金属 はいず れの検 体か らも検 出されなか った。

注)ヒ 素 は1ppm、 鉛 は10ppm、 重 金属 は20ppm以 下を不 検 出 と した。

(オ)屈 折率 、旋光度 、紫外 線吸 収、 香料成分

香 料原 料10品 目中、 天然精 油100%表 示 のあ った7品 目(オ レンジ3、 レモ ン1、 ライ ム

1、 シナモ ン1、 ジ ンジャー1)に つ いて実施 した。FCCの 規格で判定 す る と規格 外 の項

目は 、屈 折率1(オ レンジ)、 旋光 度3(オ レ ンジ2、 ライ ム1)、 香料成 分1(オ レ ンジ)

であ り、7品 目中4品 目が規 格外 で あった。

表-1残 留溶剤の種類、検出割合及び濃度範囲

注)検 出 と 判 定 し た 濃 度

ヘキサン:25ppm以 上

アセトン、1,2-ジ クロロエタン、 ジ クロロメタン、 トリクロロエチレン:30ppm以 上

そ の 他 は50ppm以 上

表-2希 釈剤の種類、検出割合及び濃度範囲

注)検 出 限 界:水 分 、 エタノール、 プ ロピ レング リコール、 トリアセチン:0.1%以 下

グ リセリン:1%以 下

ジ エチレング リコールモノエチルエーテル、1,3-ブ チレング リコール:0.01%以 下

表-3ト コフェロールの検出割合及び濃度範囲

注)検 出限界:0.001%以 下
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エ 考 察

(ア)残 留溶剤

メタノールについては、香料製剤65品 目中20品 目(30.8%)か ら、香料原料10品 目中1品 目

(10.0%)か ら検出 した。

メタノールは醸造食品中に微量 に含まれていることが知 られている。原料 として庶汁、糖

蜜を用いた場合はほとんど皆無、穀類を用いた場合は痕跡、甘庶を用いた場合は少量、果実

の場合はやや多量 に存在 し、ぶ どう酒、ブランデー等か ら10数ppmか ら数千ppm検 出される。

今回の検体の中には、 日本の専売 アルコールを用い国内で製剤化 したもの も多 く含まれてい

る。専売アルコールは醗酵法で製造 され、醗酵アルコール中のメタノール含量 として、無水

1級 及び含水1級 は1mg/mι 以下、含水特級は検 出 しないとい う規格がある。 このように、

醗酵アルコール製造の際にメタノールが副次的に生成 されることか ら、今回検 出されたメタ

ノールの多くは、希釈剤あるいはエキス トラク トに用 いた醗酵アルコールか ら移行 した可能

性が高いと考えられ る。

アセ トンは、香料原料の5品 目、製剤の3品 目か ら検出され、種類は、スパイス系4品 目、

柑橘系4品 目であった。スパイス系4品 目中2品 目は抽出方法の確認はできなか ったが、他

の2品 目はオ レオ レジン方式の抽出であった。オ レオ レジン方式の場合は抽 出にアセ トン、

ヘキサンを用いるので、その残留が考え られる。

シクロヘキサンが1検 体から検出されたが、 シクロヘキサ ンを溶剤として用 いたアブソ リ

ュー ト抽出と確認され、その残留 と思われる。

イ ソプロパノールについては、今回、抽出溶剤として使用 したとの情報は得 られなかった。

天然の香気成分として存在 し、また、醗酵アル コール中にも生成 されることか ら、天然物質

あるいは希釈剤等を用いた醗酵アルコールか ら由来 したものと推察される。

一般に香料製剤は、化学的合成品以外の香料と化学的合成品の香料を調合 して組立 られ る。

今回検 出された7種 類の溶剤は、天然の香気成分としても存在す るが、ケ トン類、エステル

類は、化学的合成品の香料 として も認め られている。従 って、ケ トン類、エステル類 につい

ては、天然物あるいは化学的合成品添加の可能性 もあり、残留か否かの判別はできなか った。

(イ)希 釈剤

トリアセチ ンとは、長鎖の脂肪酸を含まない酢酸とグ リセ リンがエステル結合 したグ リセ

リン酢酸エステルである。昭和61年 の食品衛生法一部改正時、酢酸 も脂肪酸の一種であると

解釈 され、グリセ リン酢酸エステル もグ リセ リン脂肪酸エステルの範疇に加え られた。今回

の検査で、グリセ リン脂肪酸エステルとして使用された9品 目すべてが トリアセチンであ り、

高頻度に香料製剤に使用されている実態が明らかにな った。

(ウ)酸 化防止剤、 ヒ素、鉛、重金属

特 に問題はなか った。

(エ)屈 折率、旋光度、紫外線吸収、香料成分

昨年度と同様に、旋光度がFCCの 規格に対 して+-の 逆転する例がみ られたがその原因

は追求できなか った。

オ まとめ

今回の調査で検 出された各種溶剤の うち、3例 は抽出溶剤の残留 と推察された。そのほかは、
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化学的合成品として添加 した物質、天然の香気成分、あるいは、醗酵エタノール中に生成 され

香料に移行 した物質等と考えられる。

香料原料は製剤にする場合通常10～50倍 に希釈され、製剤を食品に使用する場合はさらに100

倍以上に希釈 される。従って、今回検出 した レベルでは、それ らが食品中に残存する量は極微

量 とな り、健康への影響は無視 しうるものと考え られる。

昨年度は香料原料、今年度は主に香料製剤を対象に調査を実施 した。人の健康を損な うおそ

れがあると思われる例はなか ったが、溶剤の残留許容量等、国内の規格基準の早期の設定が望

まれる。
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(12)健 康食品及び機能性食品の衛生学的調査(生 薬類似食品)

ア 調査 目的

今 日、飽食の時代 と言われて久 しいなかで、国民の健康指向は強 く、食に対する期待は健康

の保持、増進はもとよ り健康障害の予防さらには体調調節機能 までを求める傾向になってきて

いる。

このような消費者のニーズか ら、民間伝承的に古 くか らの経験 によって有用性が認め られて

いる 「伝承的食効食品」が健康食品市場の一角を占めている。

そこで今回は、体調調節機能などを謳い販売 している生薬類似食品のうち杜仲葉、グ ァバ及

びよもぎを調査対象 として取 り上げた。

杜仲は、その樹皮、葉に含まれ るグ ッタペルクという物質が血圧降下、老化防止等に有効性

を示すと言われマスコ ミに紹介されたことでブームを呼び、現在非常に多種多様の製品が市場

に出回っている。

グァバは古 くか ら整腸作用による下痢止めとして知 られ、最近では血糖値の下降作用、膵臓

の機能を活性化す る働きがあると発表され、糖尿病、肥満解消の効果が注 目されている。

ヨモギは、古くか ら毒気、邪気を払 うとされ、早春に採れる若葉を使い草餅、草だん ごに使

用 されることは広 く知 られている。民間療法 として煎じた ものは胃痛、貧血に効 くとされ、又

ヨモギ酒は喘息に効果があるとされている。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年4月 か ら平成6年3月

(イ)調 査実施方法及び対象施設

薬局4店 、デパー ト4店 の計8店 舗より検体を収集

(ウ)調 査品目

(1)杜 仲葉加工食 品12品 目(乾 燥品10品 目と粒 ・液状2品 目)

(2)グ ァバ加工食 品10品 目(乾 燥品8品 目と粒状2品 目)

(3)よ もぎ加工食品14品 目(乾 燥品10品 目と粒 ・粉状2品 目)

(エ)検 査項目

(1)細 菌検査 真菌検査

(2)化 学検査

食品添加物(保 存料、甘味料、着色料、漂白剤)、 農薬(有 機塩素及び有機 リン系農薬)、

ヒ素及び重金属、カ ビ毒、異物、総臭素、放射能

(3)栄 養分析

ナ トリウム、カ リウム、タンニ ン

(オ)検 査機関

都立衛生研究所食 品研究科、細菌第一研究科及び多摩支所

ウ 結果及び考察(表-1～5)

(ア)杜 仲葉加工食品

(1)細 菌数では、東京都の指導基準(10万/g)を 超えたものが1検 体、大腸菌群を検 出した

ものが1検 体あった。いずれも乾燥品であり主に土壌及び製造方法に起因すると思われる。

(2)真 菌は10検 体(83%)か ら3～1.6×103検 出された。 しか しマイ コ トキシン産生菌及びカ
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ビ毒は不検出であ り、水分活性を考慮すれば問題はないと考えられる。

(3)農 薬は総DDTを 検 出したものが5検 体、 フェニ トロチオ ンを検 出 したものが1検 体 あ

った。

(イ)グ ァバ加工食品

(1)表 示は、食品衛生法違反のものはなかったが、薬事法に抵触する ものが1検 体あ った。

(2)細 菌数では、東京都の指導基準(10万/g)を 超えたものが2検 体、大腸菌群を検出 した

ものが2検 体あった。

(3)真 菌は6検 体(60%)か ら5～1.1×106検 出され検 出値に大きな差がみ られた。 しか し、

マイ コ トキシン産生菌及びカビ毒は不検出であ り、水分活性を考慮すれば、問題はないと

考え られる。

(4)乾 燥品2検 体 より安息香酸が検出されたが原材料 、検出量及び製 品の性状か ら考えて、

人為的な添加ではな く天然由来 と考 え られる。

(5)総 臭素はすべての乾燥品から4～41ppmの 範囲で検出され、その平均値は25ppmで あった。

(6)農 薬は総BHCを 検 出したものが7検 体あった。

(ウ)よ もぎ加工食品

(1)表 示は、食品衛生法違反のものが2検 体(固 有記号の表示無 し)、 薬事法に抵触する も

のが1検 体あった。

(2)細 菌数では、東京都の指導基準(10万/g)を 超えたものが5検 体、大腸菌群を検 出 した

ものが4検 体あった。

(3)真 菌は乾燥品9検 体(64%)か ら13～2.4×104検 出された。 しか しマイ コ トキシン産生菌

及びカ ビ毒は不検出であ り、水分活性を考慮すれば問題はないと考え られ る。

(4)乾 燥品2検 体 より安息香酸が検出されたが原材料 、検出値及び製 品の性状か ら考えて人

為的な添加ではな く天然由来 と考え られる。

(5)総 臭素はすべての乾燥品から3～100ppmの 範囲で検出され、その平均値は31ppmで あ った。

(6)農 薬は乾燥品か ら総BHCを 検出 したものが5検 体あった。

総DDTは 乾燥 品6検 体か ら検出された。

パ ラチオンは乾燥品2検 体か ら検 出された。

フェニ トロチオ ンは乾燥品1検 体か ら検出された。

エ まとめ

(ア)細 菌、添加物、栄養分析等の検査結果か らは特に問題点はなか った。

(イ)農 薬は、杜仲葉加工食品、グァバ加工食品、よもぎ加工食品か ら検 出された。

BHC、DDT及 びパ ラチオ ンは日本での失効から20年 以上 も経過 しており東京都の調査

では1988年 以降、国内産野菜か らは検 出されていない。

これ らの農薬は難分解性であり、残留性が高いうえ開発途上国では今のなお使用されてい

ると言われており、原産国表示 と併せ考えると、原材料の多 くは輸入 品が使用されてい るも

のと考え られる。

健康食品 として販売 されているこれ ら加工食品から農薬が検出されたことは、好ま しい こ

とではない と思われる。

以上の ことか ら製造業者による自主検査、品質管理の徹底と併せて、この種の健康食品につ

いて規格基準の早期設定が必要と考えられる。
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表-1細 菌数検査結果

表-2大 腸菌群検査結果

表-3真 菌検査結果

表-4理 化学検査結果(そ の1)
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表-5理 化学検査結果(そ の2)
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(13)国 産野菜 ・果実の残留農薬実態調査

ア 調査 目的

平成5年 度は、農作物に農薬残留基準の新基準が適用 され、さらに、30年 あま り使用 されて

きた農薬(ク ロロニ トロフェン)が 、発ガ ン性 との因果関係か ら、生産団体への使用自粛要請

がなされたことなど、我が国の農薬行政の節 目に当たる年であった。

一方、今年の米の不作は、大量の米を輸入することとなった。この輸入米について残留農薬

を含めた安全性が大きな社会問題を引き起 こしている。

こうした社会情勢の中で、国内産農産物の農薬の残留実態を把握する必要性がますます増大

してきたといえる。

当班では、昭和53年 度か ら継続 して農薬残留実態調査を実施 してきたが、今年度は、新 しい

残留農薬基準に対応す るため検査項 目に新たな農薬を追加 し、検査を行 った。

なお、一般に流通 している野菜 ・果実(以 下 「慣行栽培農産物」という。)と 、独自の栽培

基準 による低農薬栽培、有機栽培及び無農薬栽培野菜 ・果実(以 下 「無農薬栽培等農産物」 と

いう。)及 び、農林水産省の表示ガイ ドラインに則 した表示のある野菜 ・果実(以 下 「表示ガ

イ トライ ン農産物」 とい う。)に 分けて調査 した。

イ 調査方法

(ア)調 査期間

平成5年6月 か ら平成5年12月

(イ)対 象農薬

表-1の とお り、昨年度の40農 薬の検査項 目に、食品衛生法による農薬残留基準見直 しに

伴い、新規設定農薬を含め、新たに14農 薬を追加 し、54農 薬 とした。なお、食用菊1検 体に

ついてはチオジカルブを設定農薬に追加 して検査をお こなった。

(ウ)対 象品 目数

(1)慣 行栽培農産物10作 物30検 体

(2)無 農薬栽培等農産物11作 物16検 体

(3)表 示ガイ トライ ン農産物5作 物5検 体

(エ)対 象施設

(1)慣 行栽培農産物

多摩地区内のスーパー4ヶ 所 その他2ヶ 所

(2)無 農薬栽培等及び表示ガイ トライ ン農産物

多摩地区の無農薬及び低農薬栽培な どの野菜 ・果実専門販売店4ヶ 所

多摩地区のスーパー ・デパー ト2ヶ 所

(オ)検 査機関

衛生研究所生活科学部食品研究科農薬分析研究室

ウ 検査結果

(ア)慣 行栽培農産物

(1)表-2の とお り、 ピーマ ン5検 体の うち3検 体、キュウ リ6検 体の うち1検 体、食用菊

4検 体のうち4検 体、 レタス3検 体 のうち1検 体か ら農薬を検出した。 しか し、ニ ンジン

4検 体、 ミニ トマ ト3検 体、 トマ ト、大根(根)、 大根(葉)、 ナス、サニーレタス各1

検体か らはいずれ も農薬は検出されなかった。

―466―



(2)農 薬取締法による登録保留基準を超えて検出 した ものは1検 体(食 用菊のチオジカルブ

9.0ppm)で あった。登録保留基準値を超えた作物については、生産県に通知 し指導を依頼

した。

(イ)無 農薬栽培等農産物及び表示ガイ トライ ン農産物

(1)表-3の とお り、無農薬栽培等農産物か らは、低農薬栽培の レタス1検 体、 ピーマ ン1

検体、無農薬栽培のシュンギ ク1検 体から農薬を検出 したが、キュウ リ3検 体、レタス2

検体、 ピーマン、 ミニ トマ ト、ニ ンジン、キ ャベツ、ホウレンソウ、ラディッシュ(葉) 、

ラディッシュ(根)、 ブ ドウ各1検 体か らはいずれも農薬は検出されなか った。

(2)表 示ガイ ドライ ン農産物か らは、農薬は検 出されなか った。

エ 考 察

(ア)慣 行栽培農産物

食品衛生法の残留基準(食 用菊はその他のキク科の野菜に拠った)に 違反す るものはなか

った。

食用菊は4検 体全てか ら、 ピーマ ンは5検 体 中3検 体か ら高率に農薬が検出された。 これ

は、昨年と同様の傾向であった。

この2作 物につ いては、今後 も検査を継続する必要がある。

(イ)無 農薬栽培等農産物及び表示ガイ トライン農産物

今年度は無農薬栽培等農産物 と表示ガイ トライン農産物の農薬の検 出率は例年に比較 して

低 く好ま しい傾向にあるといえる。

この傾向は、昨年度か らのものであるが、ガイ ドライ ンが衆知されたことによる効果であ

るのかを確認するために、6年 度以降の調査を継続 して実施する必要がある。

オ おわ りに

厚生省では今後 も穀類、野菜等に農薬を追加設定の予定にある。 このことに対応するため食

品機動監視班は、平成6年 度については現在の54農 薬の検査項 目に新規設定農薬を含め3農 薬

を追加 し57農薬について検査項 目を設定 し対応をはかる予定である。
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表-1検 査対象農薬と国内産野菜等(慣 行栽培)の 検体数及 び検出数

(注)◎ 新規残留基準設定農薬13農 薬(平 成4年 度基準設定)

◇ 追加農薬1農 薬
残留基準 ○は食品衛生法に基づ く残留基準が設定されている農薬
登録基準 △は農薬取締法に基づ く登録保留基準が設定されている農薬

用 途:草 …除草剤 菌…殺菌剤 虫…殺虫剤(虫)… 殺虫殺菌剤

▲:農 薬取締法に基づ く登録保留基準を超えたもの
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表-2慣 行栽培の残留農薬検査結果(単 位:ppm)

▲:農 薬取締法に基づ く登録保留基準を超えたもの

{
食違:食 品衛生法に基づ く残留基準を超えた もの
登超:農 薬取締法に基づ く登録保留基準を超えたもの

表-3無 農薬栽培等の残留農薬検査結果

独低:独 自基準の低農薬栽培等 ガ有:表 示ガイ ドラインの有機栽培
独無:独 自基準の無農薬栽培 ガ減:表 示ガイ ドラインの減化学肥料栽培
独有:独 自基準の有機栽培
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(14)畜 水 産食 品 にお ける抗 菌 性物質の残 留実 態調査

ア 調 査 目的

わが 国の畜水産 業 は、 食生活の多様 化 に ともな い、畜 水産 食品の需要 が拡 大す る中で、 集 団

過密 飼育 の経営形 態を 積極 的に取 り入 れ、著 しい発展を とげてきた。

しか し、 この様 な過 密飼 育によ って発 生す る疾 病の予 防の ために抗菌性 物質 等の薬剤 が使 用

され た り、肥育効率 を よ くす るため、飼 料 中に も抗菌性物 質等様 々な化学 物質 が添加 され てい

る。

こ う した状況の 中で、 昭和55年 度 よ り国 内外で生産 され る畜水 産食 品 にお ける抗 菌性 物 質 の

残 留実態 を調査 して き たが、本年度 も引き続 き、養殖魚 、 食肉、鶏卵 、蜂 蜜等 につ いて抗 菌性

物 質の残 留実態調査を 行 った。

イ 調 査 内容

(ア)実 施期 間

平 成5年4月 ～平成6年3月

(イ)検 査機 関

東京 都立衛生研究 所乳 肉衛生研 究科 食 肉魚介細 菌研究 室及 び食 肉魚介 化学研究 室

(ウ)検 査 品 目及 び検体 数

(1)養 殖魚介類:16種 類、107検 体

(エ ビ、ひ らめ 、真 鯛、あ ゆ、 あ じ、 しまあ じ、 銀鮭 、ハマチ 、ニ ジマ ス、石鯛 、 ロブ

ス ター、 とらふ ぐ、鯉 、 ちか鯛、 かん ぱ ち、 うなぎ)

(2)食 肉:291検 体

(鶏 肉、鶏肝臓 、豚 肉、豚肝 臓、 牛 肉、牛 肝臓、 羊 肉)

(3)そ の他:85検 体

(鶏 卵、蜂蜜、 レバ ー加工 品、 うな ぎ蒲焼)

(エ)検 査 項 目

(1)抗 生 物質

テ トラサイ ク リン系(TC系)、 ペニ シ リン系(PC系)、 マ クロライ ド系(乱 系)、 ア ミ

ノグ リコシ ド系(AG系)、 サ リノマイ シン、モネ ンシ ン、 ラサ ロシ ド

(2)サ ル フ ァ剤

(3)合 成抗菌剤

チァ ンフェニ コー ル、オ ル メ トプ リム、 トリメ トプ リム、 ピ リメタ ミン、モ ラ ンテル 、

カル バ ドックス、 フラ ゾ リ ドン、 パ ナ ゾ ン、 デ コキ ネー ト、 ナイ カルバ ジ ン、 クロ ピ ドー

ル、 オキ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸、 ナ リジクス酸

ウ 検査 結果

(ア)養 殖魚介 類

(1)あ ゆ

あゆ8検 体を検 査 した と ころ1検 体 か らサル ファ剤 を検 出 した。抗 生物質 、オキ ソ リン

酸、 ピロ ミ ド酸、 ナ リジクス酸及 びオ ル メ トプ リム はいずれの検体 か らも検 出 され なか っ

た。

(2)あ じ

あ じ7検 体 を検査 した ところ2検 体か らTC系 の抗 生物質 を検 出 し、他 の1検 体か らサル
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フ ァ剤 を検 出 した。PC系 ・ML系 抗生物 質、オ キ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸及 びナ リジク ス酸 は

いず れ の検 体か らも検 出 され なか った。

(3)ひ らめ

ひ らめ18検 体 を検査 した ところ、4検 体か らTC系 の抗生物 質を検 出 し、 うち2検 体 はオ

キ シテ トラサ イク リン(以 下OTC)と 同定 された。 さ らに、 その うちの1検 体か らは、筋

肉部か らスル フ ァジ メ トキ シンを0.73μg/g検 出 し、 食 品衛生法 違反 品 と して生産 県(三

重県)に 通報 した。PC系 ・ML系 抗生物 質、オ キ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸 及 びナ リジク ス酸 は

いず れ の検体か らも検 出 されなか った。

(4)真 鯛

真鯛10検 体 を検 査 した ところ、すべ ての検体 で抗 菌性物 質を検 出 しなか った。

(5)石 鯛

石鯛4検 体 を検 査 した ところ、1検 体か らTC系 の 抗生物 質を検 出 した。PC系 ・ML系 抗生

物 質、 サル フ ァ剤 、オ キ ソ リン酸、 ピロ ミ ド酸及び ナ リジクス酸 はいず れの検体か らも検

出 され なか った。

(6)銀 鮭

銀鮭5検 体 を検 査 した ところ、すべ て の検 体か ら抗菌性 物質を検 出 しなか った。

(7)と らふ ぐ

と らふ ぐ1検 体 を検 査 した ところ、抗菌性 物質を検 出 しなか った。

(8)し まあ じ

しまあ じ6検 体 を検 査 した ところ、すべ ての検体 か ら抗 菌性物質 を検 出 しなか った。

(9)鯉

鯉3検 体を検査 した と ころ、すべ ての検体 か ら抗 菌性物 質を検 出 しな か った。

(10)ニ ジマス

ニ ジマ ス5検 体 を検 査 した ところ、1検 体 か らTC系 の抗生物質 を検 出 した。PC系 ・ML系

抗 生物質 、サ ル フ ァ剤 、 オキ ソ リン酸、 ピロ ミ ド酸 及 びナ リジクス酸 はいず れの検 体 か ら

も検 出 され なか った。

(11)う なぎ

うなぎ1検 体 を検査 した ところ、抗 菌性物 質を検 出 しなか った。

(12)ち か 鯛

ちか鯛3検 体 を検査 した ところ、 すべ ての検体か ら抗 菌性物質 を検 出 しな か った。

(13)ハ マチ

ハ マチ6検 体 を検査 した ところ、1検 体 か らTC系 の抗 生物質を検 出 した。PC系 ・ML系 抗

生 物質 、サル ファ剤、 オ キ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸、 ナ リジクス酸及 び チア ンフェニ コール

はいず れの検体 か らも検 出 されなか った。

(14)か ん ぱ ち

かん ぱ ち3検 体を検 査 した ところ、2検 体か らOTCを 検 出 した。PC系 ・ML系 抗生 物 質 、

サル フ ァ剤、 オキ ソ リン酸 、 ピロ ミ ド酸 、ナ リジクス酸 及 びチア ンフ ェニ コールは いず れ

の検体 か らも検 出され なか った。

(15)エ ビ(ブ ラ ックタイ ガー等)

エ ビ22検 体 を検査 した ところ、す べ ての検体か ら抗 菌性物質 を検 出 しな か った。
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(16)ロ ブスター

ロブスター4検 体を検査 したところ、すべての検体か ら抗菌性物質を検出 しなか った。

(イ)食 肉

(1)鶏 正肉、鶏肝臓

鶏正肉114検 体(輸 入品40検 体、国産74検 体)を 検査 したところ、国産品2検 体か らTC

系抗生物質を検 出 し、輸入品1検 体か らラサ ロシ ドを検出 した。国産品輸入品とも、その

他の抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなかった。

国産の鶏肝臓11検 体を検査 したところ、10検 体か らAG系抗生物質を検出した。その他の

抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなかった。

(2)豚 正肉、豚肝臓

豚正肉84検体(輸 入品46検体、国産38検 体)を 検査 したところ、輸入品1検 体(韓 国産)

か らTC系抗生物質 を検 出した。また、他の輸入 品1検 体(米 国産)か らクロルテ トラサイ

ク リン(以 下CTC)を0.3μg/g検 出 し、違反品と して処置 した。その他の抗生物質及 び

合成抗菌剤は検出されなかった。

国産品1検 体か らTC系抗生物質を検出し、その他の抗生物質及び合成抗菌剤は検 出され

なかった。

国産の豚肝臓を16検 体検査 したところ、2検 体か らAG系抗生物質を検出 し、 うち1検 体

か らOTCを0.1μg/g検 出 した。また、他の1検 体か らOTCを0.06μg/g検 出 した。

(3)牛 正肉、牛肝臓

牛正肉61検体(輸 入品41検体、国産20検 体)を 検査 したところ、国産品1検 体か らTC系

抗生物質を検出 し、他の抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなかった。

牛肝臓を4検 体(輸 入品3検 体、国産1検 体)を 検査 したところ、輸入品1検 体か らAG

系抗生物質を検出 した。その他の抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなか った。

(4)羊 肉

輸入品の羊肉1検 体を検査 したところ、抗菌性物質を検出しなか った。

(ウ)そ の他

(1)鶏 卵

鶏卵40検 体(国 産品)に ついて検査 したところ、1検 体か らTC系 抗生物質を検出 した。

その他の抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなかった。

(2)蜂 蜜

蜂蜜22検体(輸 入品18検体、国産品4検 体)を 検査 したところ、すべての検体か ら抗菌

性物質を検出 しなかった。

(3)う なぎ蒲焼

うなぎ蒲焼17検 体(輸 入品)を 検査 したところ、1検 体(中 国産)か らOTCを0.2μg/g

検出 したが、その他の抗生物質及び合成抗菌剤は検出されなかった。

(4)レ バー加工品

レバーパイ、 レバーペース ト、スモークレバー各2検 体を検査 したところ、すべての検

体か ら抗菌性物質 を検 出しなか った。

エ まとめ

本年度 の調査の結果、平成1～2年 度 に検出例があ り、3～4年 度に検出例のなか ったサル
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ファ剤の検出例が養殖魚に3例 見 られている。また、養殖魚におけるTC系 抗生物質の検出は、

昨年度24例 見 られたが、今年度は11例 と半減 している。

食肉におけるTC系 統抗生物質の検出例は8例(昨 年度6例)と 大 きな変化はな く、昨年度に

引き続 き、各畜種の肝臓にAG系抗生物質の検出例が散見された。特に、鶏肝臓か らの検出率 は

90.9%と 、昨年度に引き続き高率(昨 年度70.6%)で あった。

表 各種畜水産食品の検査品目、検体数及び検出状況(-:不 検出、空欄:検 査せず)

※TC系:()内 は物質 の特定 され た数(C:ク ロル テ トラサイ ク リン,O:オ キ シテ ト

ラサイ ク リン)

※その他の抗 菌性 物質
・サ リノマイ シ ン、 モネ ンシ ン、 ラサ ロシ ド、 ナイカ ルバ ジ ン、 クロ ピ ドール ～鶏正 肉
・チア ンフ ェニ コール～ハ マチ、かん ぱ ち、正 肉(鶏 、豚、牛)、 鶏 卵
・オルメ トプ リム、 トリメ トプ リム、 ピリメタ ミン～ あゆ(オ ルメ トプ リムのみ)、 正肉(鶏 、豚)、

鶏卵
・モラ ンテル、 カルバ ドックス、 フラゾ リ ドン、パ ナ ゾ ン～豚正 肉
・オ キ ソ リン酸 、 ピ ロ ミ ド酸 、ナ リジクス酸～養殖魚(エ ビを除 く)、 うな ぎ蒲 焼

オ おわ りに

平成6年1月21日 、厚生省は食品衛生調査会に、OTC等7種 の化学物質の残留基準値設定につ き

諮問を行ったが、国際的に広 く使用 され、検出例 も多いCTCが 含まれていないな どの問題点の指摘

もあ り、今後の成 り行きが注 目される。

畜水産業における抗菌性物質の使用実態は、 日々に変化 しており、加えて、輸入 される畜水産食

品に残留する薬剤については、各国の生産条件や法規制の違いによるバラつきもあるので、残留実

態に即応 した基準値の設定が望まれる。

畜水産食品の安全確保を図るためには、養殖魚の生 けすの衛生管理や休薬期間の遵守など、 より

生産現場 に密着 した指導を行 う必要があり、そのため、都 としては、畜水産食品に残留する薬剤の

実態調査を今後 とも継続 し、必要に応 じて国や生産県への情報提供を行 ってい く。
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(15)国 内産加工食品中の残留農薬実態調査

ア 調査 目的

食品中の残留農薬については、野菜 ・果実等53農 産物、26農 薬に残留基準が定め られていた

が、平成4年 、新たに約130作 物、73農 薬(既 に設定 されていた26農 薬を含む)に ついて残留

基準が設定されたところである。

しか し、農産物 を利用 した加工食品については、現在 も農薬残留基準が設定 されていない。

残留農薬基準に適合する農産物であっても、農薬の残留 しているものを原料 として食品を製造

した場合、製品中に農薬が残留する可能性があ り、これ ら加工食品についても農薬の残留実態

を把握することが必要である。

そこで、農産物の うち、まず農薬の使用実態が把握 しやすい国内産農産物を対象とし、加工

食品中に残留する農薬の実態調査を行 った。

本年度は、生食用とは別種の果実を用いるか、あるいは異なった栽培方法を取る可能性のあ

る果実を用いた原料用果汁及びこれを使用 した果汁飲料を対象と した。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年10月 か ら平成6年2月

(イ)実 施方法及び対象施設

多摩地区における清涼飲料水製造業7軒 及び販売店3軒 の計10軒 か ら製品(果 汁飲料)及

び原料用果汁を購入 した。

(ウ)調 査品目

清涼飲料水の原料用果汁(単 一果汁の もの)10品 目及び果汁飲料(原 則として単一果汁100

%の もの)10品 目の計20品 目について実施 した。

表-1果 汁用の種類別検体内訳
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(エ)検 査項 目

残留農薬(表-2)、 清涼飲料水の成分規格、食品添加物及び重金属等(ヒ 素、鉛、カ ドミウ

ム、スズ、銅、亜鉛)に ついて実施 した。 このうち銅及び亜鉛は、使用農薬 中に銅あるいは亜鉛

元素が含 まれる可能性のあることか ら設定 した。

(オ)検 査機 関

農 薬:都 立衛生研究所多摩支所衛生化学研究室

成 分 規 格:

食品添加物:

重 金 属 等: }東村山保健所検査室、 日野保健所検査室、武蔵野保健所検査室

表-2国 内産加工食品(清 涼飲料水)の 農薬検査項 目一覧

ウ 調査結果

(ア)残 留農薬検査

調査 した20品 目のすべ てか ら検査対象農薬を検出しなか った。

(イ)成 分規格試験

調査 した20品 目の うち、製品(果 汁飲料)10品 目につ き成分規格(細 菌、混濁 ・沈澱物)

検査を行 ったが、すべて適法であった。

(ウ)食 品添加物試験

検査結果は、表-3の とおり。
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表-3食 品添加物試験結果

*1そ の他:保 存料(安 息香酸及びパ ラオキシ安息香料酸以外の もの)
、

甘味料、着色料、二酸化硫黄、エ リソル ビン酸
*2原料用果汁で濃縮倍率表示のあるものにつき

、その倍率で除 した値

(エ)重 金属 につ いて

(1)砒 素 、鉛、 カ ド ミウム及 びスズ についてはすべ て の検 体か ら検 出 しなか った。

(3)銅 については、 原料用果汁10検 体 中9検 体(0.1～0.7ppm)、 製 品10検 体 中6検 体

(0.1～0.7ppm)か ら検 出 した。

(3)亜 鉛 につ いて は、原 料用果 汁10検 体 中10検 体(0.1～2.9ppm)、 製 品10検 体 中8検 体

(0.1～1.2ppm)か ら検 出 した。

エ 考 察

(ア)残 留農 薬検査結 果

今 回の調査で は、 調査 した20品 目す べてか ら検査対 象農 薬を検 出 しなか った。なお 、今 回

検 出 した銅及 び亜 鉛 の含有量 は、いず れ も天 然 由来 と考 え られ る文献 値 と比較 して有 為 に差

があ る と認め られ な か った。

(イ)添 加物検査結果

原 料 か ら検出 した 安息 香酸は、検 出量 が2～7ppmと 微 量であ り、天 然 に由来す る もの 、

あるい は保存 ・流 通 中に微生物 の作 用 によ り発 生 した もの と考え られ る。

(ウ)LBア スコル ビ ン酸(ビ タ ミンC)

四訂 「日本食 品標 準成分表」 によれ ば、 リンゴ果汁 中の ビタ ミンC含 有量 は少 な く、数百

ppmを 検 出 した原料 あ るいは製 品には 、 ビタ ミンCが 添加 され てい る可 能性が高 い。
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◎ 果実加工食品中の防ばい剤の残留実態調査(予 備調査)

ア 調査 目的

バナナの防ばい剤 としてオル トフェニルフェノール、ジフェニル、チアベ ンダゾールが食 品

添加物 として認め られている。 さらに平成4年11月 イマザ リルが食品添加物 として柑橘類(み

かんを除く)及 びバナナに使用が認め られた。

柑橘類はそのまま喫食されることが多いが、 ジャム、マーマ レー ド、清涼飲料水などの原料

として も用い られている。柑橘類などに使用 されたこれ ら防ばい剤が加工食品中に残留 してい

る可能性 も考えられるが、その残留実態に関する研究はほとん どなされていない。

そこで、柑橘類などを原料とする清涼飲料水中に残留す る防ばい剤について予備調査を実施

した。

イ 調査内容

(ア)実 施期間

平成5年10月 か ら平成6年2月

(イ)対 象施設

清涼飲料水製造業6軒 及び食料品販売店4軒

(ウ)調 査品目

原料用果汁8品 目

清涼飲料水製品(以 下製品という)21品 目

(エ)検 査項 目

(1)防 ばい剤:オ ル トフェニルフェノール(OPP)、 ジフェニル(DP)、 チアベ ンダゾ

ール(TBZ)及 びイマザ リルの4項 目

(2)規 格検査:成 分規格(細 菌)、 成分規格(混 濁、沈澱)、 成分規格(ヒ 素及び重金属)

(3)食 品添加物:保 存料、甘味料、着色料、二酸化イオウ、エ リソル ビン酸、L-ア スコル

ビン酸

(4)重 金属:ヒ 素、鉛、スズ、カ ドミウム

(5)細 菌検査:細 菌数

(オ)検 査機関

都立衛生研究所多摩支所衛生化学研究室、東村山保健所検査室、日野保健所検査室及び武

蔵野保健所検査室

ウ 検査結果

(ア)防 ばい剤検査

表-1の とお り、原料用果汁8検 体、製品21検 体について検査を行った。

イマザ リル、OPP、DPは 全ての検体か ら検出しなか ったが、TBZは 原料用果汁2検

体、製品8検 体か ら検出 した。

(1)原 料用果汁

原料用果汁は、オレンジ果汁2検 体、グレープフルーツ果汁2検 体、バナナ果汁1検 体

及びレモ ン果汁3検 体 について検査を行い、グレープフルーツ果汁2検 体か らTBZを 検

出 した。その値は0.01μg/g、0.06μg/gで あった。

(2)製 品

製品は、オ レンジ7検 体、グレープフルーツ11検体、バ ナナ1検 体及び レモン2検 体 に
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つ いて検 査を行 った。

aオ レンジ

7検 体の うち、1検 体 か らTBZを 検 出 し、 その値 は0.04μg/gで あ った。

bグ レープフル ー ツ

11検 体 の うち、8検 体(73%)か らTBZを 検 出 し、 その値 は最小値0.01μg/g、 最

大値0.04μg/g、 平均値0.018μg/gで あった。

cバ ナナ

1検 体につ いて検査 を行 ったが検 出 しなか った。

dレ モ ン

2検 体の うち、1検 体か らTBZを 検 出 し、 その値 は0.13μg/gで あ った。

(イ)規 格検 査

(1)成 分 規格(細 菌)、 成分規格(混 濁、沈澱物)

製 品21検 体 につ いて検査 を行 ったが、全 ての検体が 適合 して いた。

(2)成 分 規格(ヒ 素 及 び重金属)

原料用果 汁8検 体、製 品21検 体 について検査 を行 ったが、 ヒ素 、スズ、カ ドミウム は全

ての検体 か ら検 出 され なか った。

原料用 果汁 の う ち濃縮(1/5)レ モ ン果 汁1検 体か ら鉛 を0.2μg/g検 出 した。

(ウ)添 加物検査

原 料用果 汁8検 体 、製 品9検 体 について検査 を行 った。

(1)保 存料

原料 用果汁1検 体(オ レ ンジ)か ら安息 香酸 を検 出 し、 その 値 は0.007g/kgで あ った。

(2)L-ア ス コル ビ ン酸

a原 料用果汁

原料用果汁8検 体全ての検体 か ら検出 し、 その 値は最小 値0.02g/kg、 最大 値2.44g/kg、

平均値1.64g/kgで あ った。

b製 品

製 品9検 体 全 ての検体か ら検 出 し、その値 は最小 値0.21g/kg、 最大値0.78g/kg、 平均

値0.37g/kgで あ った。

c甘 味料、着 色料 、二酸化 イオ ウ、エ リソル ビン酸

原料用果汁8検 体 、製 品9検 体全 ての検体 か ら検 出 しなか った。

(エ)細 菌検査

製 品21検 体 につ い て検 査を行 ったが 、全ての検 体が細 菌数10未 満で あった。

エ 考 察

(ア)防 ば い剤

イ マザ リル、OPP、DPに つ い ては全ての検体 か ら検 出 され なか った。TBZに つ いて

は、原料 用果汁8検 体 の うち2検 体 か ら、製 品21検 体 の うち10検 体(48%)か ら検 出され た。

特 に、製品、 グ レー プ フルー ツか ら高率(73%)に 検 出され た こ とは注 目され るが、検 出値

か ら衛 生上問題は無 い と思われ る。

(イ)規 格 検査、その他 検査

規格 検査では、全 ての 検体が適 合 してお り問題 は無 か った。 また、 その他 の検査 につ いて
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も衛生上問題は無か った。

オ まとめ

今回の調査結果において、柑橘類などを原料とする清涼飲料水(製 品)に 残留す るTBZを

48%検 出したことか ら、今後他の加工食品についても検査 を して行 く必要が あると思われ る。

表-1防 ばい剤検査結果

―479―


	16_0355
	16_0356
	16_0357
	16_0358
	16_0359
	16_0360
	16_0361
	16_0362
	16_0363
	16_0364
	16_0365
	16_0366
	16_0367
	16_0368
	16_0369
	16_0370
	16_0371
	16_0372
	16_0373
	16_0374
	16_0375
	16_0376
	16_0377
	16_0378
	16_0379
	16_0380
	16_0381
	16_0382
	16_0383
	16_0384
	16_0385
	16_0386
	16_0387
	16_0388
	16_0389
	16_0390
	16_0391
	16_0392
	16_0393
	16_0394
	16_0395
	16_0396
	16_0397
	16_0398
	16_0399
	16_0400
	16_0401
	16_0402
	16_0403
	16_0404
	16_0405
	16_0406
	16_0407
	16_0408
	16_0409
	16_0410
	16_0411
	16_0412
	16_0413
	16_0414
	16_0415
	16_0416
	16_0417
	16_0418
	16_0419
	16_0420
	16_0421
	16_0422
	16_0423
	16_0424
	16_0425
	16_0426
	16_0427
	16_0428
	16_0429
	16_0430
	16_0431
	16_0432
	16_0433
	16_0434
	16_0435
	16_0436
	16_0437
	16_0438
	16_0439
	16_0440
	16_0441
	16_0442
	16_0443
	16_0444
	16_0445
	16_0446
	16_0447
	16_0448
	16_0449
	16_0450
	16_0451
	16_0452
	16_0453
	16_0454
	16_0455
	16_0456
	16_0457
	16_0458
	16_0459
	16_0460
	16_0461
	16_0462
	16_0463
	16_0464
	16_0465
	16_0466
	16_0467
	16_0468
	16_0469
	16_0470
	16_0471
	16_0472
	16_0473
	16_0474
	16_0475
	16_0476
	16_0477
	16_0478
	16_0479
	16_0480
	16_0481
	16_0482
	16_0483
	16_0484
	16_0485



